
2005.11.21 : 総務財政委員会 
「工事検査事務について」 
池田友信委員   

今回の工事検査事務について、再確認させてもらいますが、仙台市が発注した

ものに対して仙台市が確認をする、検査するという内容で、その結果もその状

況だということで確認させていただきますが、今までの検討、それから今論議

されたことも含めて、要はＰＦＩも含めて、民間で発注して民間で工事をした

ものは民間が検査をし、そして区の建築宅地課等で確認をするという形になる

わけでありますが、民間の検査確認というか、検査項目というか、検査事務に

ついてはこのように準じてやっているのかどうかというのが一つと、それから、

区でこれから確認をする場合は、そういった検査事務状況について照らし合わ

せて確認をするという形になっているんですか。その辺お願いします。 

 

財政局参事兼検査課長   

検査なんですけれども、区役所で実施する、あるいは民間の検査機関が実施す

る検査といいますのは、建築基準法上の検査になります。我々が検査するのは、

それが基準法上の適合検査をしっかり受けているかという確認と、そのほか、

仕上げの程度はどうだ、工程の管理はどうだということでございますので、必

ずしも民間が我々と同じような検査をしているかということであれば、異なる

ところが多いのではないかと思います。 

 

企画局長   

私どもの方から若干補足をさせていただきます。まず、ＰＦＩ事業の場合に限

りましてでございますが、基本的には先ほど直営での検査項目の説明がござい

ましたが、これと同様の内容でＰＦＩ事業者に対してしっかり検査をしなさい

というふうなことで、私どもとＰＦＩ事業者間の契約書の中で定めているとい

うことでございます。そして、まさに発注者であります仙台市側がそれを確認

すると。さらに建築確認の都市整備ラインの方でも確認をするという流れでご

ざいます。 

 

池田友信委員   

ＰＦＩの件もあるんですけれども、民間が発注するもので、宅地とか何かも含

めて発注した場合のものについても、結局、検査項目というのはあくまでも建

築基準法のみで、要するに検査項目はこのような状況ではないというわけです

ね。簡単に言いますと、建築ですね、例えば宅地なども含めて、あくまでも建

築基準法の範囲内ということですか。 



 

財政局参事兼検査課長   

少し説明をしないといけないんですが、検査には、市の建物でも我々が最終的

に検査をするんですけれども、区役所あるいは建築指導課の検査も同時に受け

ているんです。同じように、民間施設、ＰＦＩは考えない、まるっきり民間の

施設のお話を申し上げますと、民間の施設でも基準法上の検査というのは市の

建物と同じように受けなければなりません。それ以外に我々の検査員と同じよ

うな検査をする人が、建築主側から依頼された、例えば設計事務所とかが検査

をすることになるわけです。その検査の仕方は、先ほど申し上げましたように

我々の検査要領によっているかどうかはちょっと把握しておりませんので、異

なるかもしれないということでございます。 

 

池田友信委員   

この要旨はわかりました。仙台市が発注して仙台市が工事するものはこういう

ふうにきちんとやっていますよという部分だと思うんですね。こういうふうに

やりますと。問題は、先ほど言われたＰＦＩがこれからどんどんふえていくと。

大きいものですと、例えば天文台もそうですね。そういうふうな状況になった

場合に、民間で検査をして、確認するのは仙台市の区役所でやるわけでしょう。

確認はＰＦＩだとしないんですか。 

 

財政局参事兼検査課長   

先ほど申し上げましたように、基準法上の検査は区役所でやります。 

 

池田友信委員   

基準法上の部分がありますが、例えば振り返ってみると、何でこんな問題が起

きているのかというふうに、例えば水害の問題を振り返っていくと、誤接など

というのは全くひどい話なので、宅地排水を何で雨水管につけないで汚水管に

つないでいくのかと。これはもう検査と確認が全く手抜きをしたわけですよね。

結局どんどん区役所の方で対応するような形ができにくい状況なのか、欠陥は

何だったのかということに非常に私は疑問を感じているんです。大体７，００

０件もあるなどというのは、あんな状況を何でしたのかと。 

 したがって、確認の仕方と検査の仕方というもののあり方を、仙台市が工事

発注した仙台市の施設だけは、これはいいですよ、立派につないでも。今後そ

ういう部分に対するありようということを、これから本当に真剣に考えないと

いけないのではないかなと。特にＰＦＩについてはＰＦＩに任せるような感じ

になってしまうわけですよね。こちらは建築基準法だけで違法でないかどうか



だけの審査をするわけでしょう。確認だけでしょう。建築基準法で法律に定め

ていない、斜め振れどめなどというのはまだ法律になっていないんでしょう。

だから、そういうふうな部分でいくと、違法でないから今回まかり通ってしま

ったというふうな形に私は解釈するんです。以前の部分では全部斜め振れどめ

の部分でも入っていないプールなどはたくさんありますから。そういう部分で

は、私としても斜め振れどめの部分が原因だと限定するのは早計かなとは思っ

ている一人なんですけれども。 

 そういう意味で、仙台市としてのそういった民間発注で民間検査された後の

確認の仕方ということは、今回はこれは市で発注して市で検査をするという項

目なんですが、あわせて、これからこういうものの確認の仕方のあり方という

ことについて十分考えなくてはいけないのではないかと思います。こう考えて

いくと、仙台市で発注して仙台市で確認するものがどんどん限定され、絞って

いっているような感じにもなりかねないですね。そういう部分で、区の確認の

仕方のありようということについての今後の考え方も含めて、ありましたらお

願いします。 

 

企画局長   

ＰＦＩに限りまして御答弁させていただきます。事業契約に基づきまして、施

工の検査、確認、この辺は民間側に任せるというのが従来のＰＦＩの手法でご

ざいます。まさにそれが今回の松森のケースの場合、やや問題があったという

ような状況が出たわけです。そういったリスクマネジメントをどうするか、こ

れは重大な課題でございまして、さきに設置いたしましたＰＦＩ方式による公

共サービスの安全性確保に関する検討委員会、ちょっと名前が長いんですけれ

ども、この検討委員会の議論も踏まえまして、その辺の行政の関与のあり方を

どうするか、これから検討してまいりたいと思います。 

 

 


